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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

５
条

設
計
基

準
対

象
施

設
の

機
能

】

１
．
基

準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
東

海
発
電
所
と
の

共
用
又
は

相
互
接
続
に
係

る
設
計

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
重
要
安
全
施

設
は
，
東

海
発
電
所
と
の

間
で
原
則

共
用
又
は
相
互

に
接
続
し

な
い
設
計
と
す

る
方
針
を

記
載
し
て
い
る

。
た

だ
し
，

安
全
性
が
向
上
す
る
場
合

は
，
共
用
又
は

相
互
に
接

続
で
き
る
設
計

と
す
る
方

針
を
記
載
し
て

い
る
。

「
補
足

-5
【
原

子
炉
建
屋

換
気
系
（
ダ
ク

ト
）
放
射

線
モ
ニ
タ
改
造

工
事
の
概

要
に
つ
い
て
】

参
照
」

「
Ⅴ
-
1
-1
-6

安
全
設
備

及
び
重
大
事
故

等
対
処
設

備
が
使
用
さ
れ

る
条
件
の

下
に
お
け
る
健

全
性
に
関

す
る
説
明
書
」

（
1
,
2,
15
,
45
,4
6
,4
9,
50
,
55
～

5
8頁

参
照
）

「
Ⅴ
-
1
-7
-1

放
射
線
管

理
用
計
測
装
置

の
構
成
に

関
す
る
説
明
書

並
び
に
計

測
範
囲
及
び
警

報
動
作
範

囲
に
関
す
る
説

明
書
」
（

1
,3
,1
5
,1
6頁

参
照
）

今
回
の
変
更
認

可
申
請
に

伴
い
，
東
海
発

電
所
と
の

共
用
又
は
相
互

接
続
に
対

す
る
基
本
方
針

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
す
る
。

②
保

守
点
検
（
試
験

及
び
検
査

を
含
む
。
）
に

係
る
設
計

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
設
計
基
準
対

象
施
設
は

，
そ
の
健
全
性

及
び
能
力

を
確
認
す
る
た

め
，
発
電

用
原
子
炉
の
運

転
中
又
は

停
止
中
に
必
要

な
箇

所
の
保

守
点
検
（
試
験
及
び
検
査

を
含
む
。
）
が

可
能
な
構

造
と
し
，
か
つ

，
そ
の
た

め
に
必
要
な
配

置
，
空
間

及
び
ア
ク
セ
ス

性
を
備
え

た
設
計
と
す
る

方
針
を

記
載
し
て
い
る
。

「
補
足

-5
【
原

子
炉
建
屋

換
気
系
（
ダ
ク

ト
）
放
射

線
モ
ニ
タ
改
造

工
事
の
概

要
に
つ
い
て
】

参
照
」

「
Ⅴ
-
1
-1
-6

安
全
設
備

及
び
重
大
事
故

等
対
処
設

備
が
使
用
さ
れ

る
条
件
の

下
に
お
け
る
健

全
性
に
関

す
る
説
明
書
」

（
1
,
2,
26
,
29
～

3
1頁

参
照
）

今
回
の
変
更
認

可
申
請
に

伴
い
，
保
守
点

検
（
試
験

及
び
検
査
を
含

む
。
）
に

対
す
る
基
本
方

針
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
す
る

。

③
飛

散
物
に
よ
る
損

傷
防
護
に

係
る
設
計

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
設
計
基
準
対

象
施
設
に

属
す
る
設
備
は

，
内
部
発

生
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
高
い
流

体
を
内
蔵
す
る

配
管
の
破

損
に
伴
う
飛
散

物
に

よ
り
安

全
性
を
損
な
わ
な
い
設
計

と
す
る
方
針
を

記
載
し
て

い
る
。
内
部
発

生
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
高
い
流

体
を
内
蔵

す
る
配
管
に
つ

い
て
は
，

材
料
選
定
，
強

度
設
計

に
十
分
な
考
慮
を
払
う
と

と
も
に
，
「
原

子
力
発
電

所
配
管
破
損
防

護
設
計
技

術
指
針

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

46
13
－
19
9
8」

（
日

本
電
気
協

会
）
に
基
づ
く

設
計
と

す
る
方
針
を
記
載
し
て
い

る
。
ま
た
，
新

た
な
設
計

基
準
対
象
施
設

及
び
改
造

を
伴
う
設
計
基

準
対
象
施

設
に
つ
い
て
は

，
高
速
回

転
機
器
が
損
壊

し
，
飛

散
物
と
な
ら
な
い
よ
う
に

保
護
装
置
を
設

け
る
こ
と

等
に
よ
り
，
オ

ー
バ
ー
ス

ピ
ー
ド
と
な
ら

な
い
設
計

と
す
る
方
針
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ
-
1
-1
-6

安
全
設
備

及
び
重
大
事
故

等
対
処
設

備
が
使
用
さ
れ

る
条
件
の

下
に
お
け
る
健

全
性
に
関

す
る
説
明
書
」

（
1
,
2,
14
 頁

参
照
）

「
Ⅴ
-
1
-1
-9
 発

電
用
原

子
炉
施
設
の
蒸

気
タ
ー
ビ

ン
，
ポ
ン
プ
等

の
損
壊
に

伴
う
飛
散
物
に

よ
る
損
傷

防
護
に
関
す
る

説
明
書
」

（
1
,2
,
4,
7頁

参
照
）

「
補
足

-1
00
-1
 発

電
用

原
子
炉
施
設
の

蒸
気
タ
ー

ビ
ン
，
ポ
ン
プ

等
の
損
壊

に
伴
う
飛
散
物

に
よ
る
損

傷
防
護
に
関
す

る
説
明
書

」
（
4
～
7頁

参
照
）

今
回
の
変
更
認

可
申
請
に

伴
い
，
飛
散
物

に
よ
る
損

傷
防
護
に
対
す

る
基
本
方

針
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
す
る
。
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-5
【
原
子
炉
建
屋

換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射

線
モ
ニ

タ
改
造
工
事
の

概
要
に
つ
い
て
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ

タ
の
改
造

に
よ
り
，
東
海

発
電
所
と

の
共
用
又
は
相

互
に
接
続

し
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
ま
た
，

機
器
構
成
に
変

更
が
な
く

，
保
守
点
検
（

試
験
及
び

検
査
を
含
む
。

）
に
対
す

る
設
計
に
影
響

を
与
え
な

い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
①

,②
】

Ⅴ
-1
-7
-
1
放

射
線
管
理
用
計
測

装
置
の
構
成
に

関
す
る
説

明
書
並
び
に
計

測
範
囲
及
び
警
報
動
作
範

囲
に
関

す
る
説
明
書

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ

タ
の
改
造

に
よ
り
，
東
海

発
電
所
と

の
共
用
又
は
相

互
に
接
続

し
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
①
】

Ⅴ
-1
-1
-
6
安

全
設
備
及
び
重
大

事
故
等
対
処
設

備
が
使
用

さ
れ
る
条
件
の

下
に
お
け
る
健
全
性
に
関

す
る
説

明
書

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ

タ
の
改
造

に
よ
り
，
東
海

発
電
所
と

の
共
用
又
は
相

互
接
続
に

対
す
る
基
本
方

針
に
変
更

が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
①
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ

タ
の
改
造

に
よ
り
，
保
守

点
検
（
試

験
及
び
検
査
を

含
む
。
）

に
対
す
る
基
本

方
針
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
②

】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ

タ
の
改
造

に
よ
り
，
内
部

発
生
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
高
い

流
体
を
内

蔵
す
る
配
管
及

び
高
速
回

転
機
器
の

破
損
に
伴
う
飛

散
物
に
よ

る
損
傷
防
護
に

対
す
る
基

本
方
針
に
変
更

が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
③
】

Ⅴ
-1
-1
-
9
発

電
用
原
子
炉
施
設

の
蒸
気
タ
ー
ビ

ン
，

ポ
ン
プ

等
の
損
壊
に
伴

う
飛
散
物
に
よ
る
損
傷
防

護
に
関

す
る
説
明
書

補
足

-1
0
0-
1 
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
蒸
気
タ
ー

ビ
ン
，
ポ

ン
プ
等
の
損
壊

に
伴
う
飛
散
物
に
よ
る
損

傷
防
護

に
関
す
る
説
明

書

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ

タ
の
改
造

に
よ
り
，
移
設

す
る
区
画

内
に
内
部
発
生

エ
ネ
ル
ギ

ー
の
高
い
流
体

を
内
蔵
す

る
配
管
及

び
高
速
回
転
機

器
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
③

】

２
．
確

認
結
果

原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

５
条

設
計
基

準
対

象
施

設
の

機
能

】
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３
．
ま

と
め

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ

タ
の
改
造

に
つ
い
て
，
東

海
発
電
所

と
の
共
用
又
は

相
互
に
接

続
す
る
原
子
炉

建
屋
換
気

系
（
ダ
ク
ト
）

放
射
線
モ

ニ
タ
は
な
い
。

ま
た
，
保

守
点
検
（
試
験
及
び
検
査

を
含
む
。
）
及

び
飛
散
物

に
よ
る
損
傷
防

護
に
対
す

る
基
本
方
針
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

・
設
計

基
準
対
象
施
設

の
機
能
に

要
求
さ
れ
る
東

海
発
電
所

と
の
共
用
又
は

相
互
接
続

，
保
守
点
検
（

試
験
及
び

検
査
を
含
む
。

）
及
び
飛

散
物
に
よ
る
損

傷
防
護
に

係
る
設
計
に
変
更
が
な
い

た
め
，
技
術
基

準
の
適
合

性
に
影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工

事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

設
計
基
準

対
象
施
設
の
機

能
に
関
す

る
基
本
方
針
に

つ
い
て
も

変
更
が
な
い
こ

と
か
ら
，

審
査
対
象
条
文
と
な
ら
な

い
。

原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

５
条

設
計
基

準
対

象
施

設
の

機
能

】
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Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される 

  条件の下における健全性に関する説明書 
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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規

則」という。）第9条，第14条，第15条（第1項及び第3項を除く。），第32条第3項，第38条第2項，

第44条第1項第5号及び第54条（第2項第1号及び第3項第1号を除く。）及び第59条から第77条並びに

それらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」と

いう。）に基づき，安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性につい

て説明するものである。 

今回は，健全性として，機器に要求される機能を有効に発揮するための系統設計及び構造設計

に係る事項を考慮して，「多重性又は多様性及び独立性に係る要求事項を含めた多重性又は多様

性及び独立性並びに位置的分散に関する事項（技術基準規則第9条，第14条第1項，第54条第2項第

3号，第3項第3号，第5号，第7号及び第59条から第77条並びにそれらの解釈）」（以下「多重性又は

多様性及び独立性並びに位置的分散」という。），「共用化による他号機への悪影響も含めた，機器

相互の悪影響（技術基準規則第15条第4項，第5項，第6項，第54条第1項第5号，第2項第2号及び第

59条から第77条並びにそれらの解釈）」（以下「悪影響防止」という。），「安全設備及び重大事故等

対処設備に想定される事故時の環境条件（使用条件含む。）等における機器の健全性（技術基準規

則第14条第2項，第32条第3項，第44条第1項第5号，第54条第1項第1号，第6号，第3項第4号及び第

59条から第77条並びにそれらの解釈）」（以下「環境条件等」という。）及び「要求される機能を達

成するために必要な操作性，試験・検査性，保守点検性等（技術基準規則第15条第2項，第38条第

2項及び第54条第1項第2号，第3号，第4号，第3項第2号，第6号及び第59条から第77条並びにそれ

らの解釈）」（以下「操作性及び試験・検査性」という。）を説明する。 

 

健全性を要求する対象設備については，技術基準規則及びその解釈だけでなく，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」と

いう。）及びその解釈も踏まえて，重大事故等対処設備は全てを対象とし，安全設備を含む設計基

準対象施設は以下のとおり対象を明確にして説明する。 

「多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散」については，技術基準規則第14条第1項及び

その解釈にて安全設備に対して要求されていること，設置許可基準規則第12条第2項及びその解

釈にて安全機能を有する系統のうち安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの（以下「重

要施設」という。）に対しても要求されていることから，安全設備を含めた重要施設を対象とする。

人の不法な侵入等の防止の考慮については，技術基準規則第9条及びその解釈にて発電用原子炉

施設に対して要求されていることから，重大事故等対処設備を含む発電用原子炉施設を対象とす

る。 

「悪影響防止」のうち，内部発生飛散物の考慮は，技術基準規則第15条第4項及びその解釈にて

設計基準対象施設に属する設備に対して要求されていることから，安全設備を含めた設計基準対

象施設を対象とする。共用又は相互接続の禁止に対する考慮は，技術基準規則第15条第5項及びそ

の解釈にて，安全設備に対して要求されていること，設置許可基準規則第12条第6項及びその解釈

にて重要安全施設に対して要求されていることから，安全設備を含めた重要安全施設を対象とす

る。共用又は相互接続による安全性の考慮は，技術基準規則第15条第6項及びその解釈にて安全機

補1-添8-5
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能を有する構築物，系統及び機器（以下「安全施設」という。）に対して要求されているため，安

全設備を含めた安全施設を対象とする。 

「環境条件等」については，設計が技術基準規則第14条第2項及びその解釈にて安全施設に対し

て要求されているため，安全設備を含めた安全施設を対象とする。 

「操作性及び試験・検査性」のうち，操作性の考慮は，技術基準規則第38条第2項及びその解釈

にて中央制御室での操作に対する考慮が要求されており，その操作対象を考慮して安全設備を含

めた安全施設を対象とする。試験・検査性，保守点検性等の考慮は技術基準規則第15条第2項及び

その解釈にて設計基準対象施設に対して要求されており，安全設備を含めた設計基準対象施設を

対象とする。 
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2.2 悪影響防止 

設計基準対象施設は，他の設備から悪影響を受け，安全性を損なわないよう，配置上の考慮又

は多重性を考慮する設計とする。 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電用原子炉施設を含む。）内の他の設備

（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響

を及ぼさない設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び通常待機時の系統的な影響（電

気的な影響を含む。），設備兼用時の容量に関する影響，地震，火災，溢水，風（台風）及び竜巻

による影響，タービンミサイル等の内部発生飛散物による影響並びに共用を考慮し，以下に重大

事故等対処設備使用時及び通常待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。），タービンミサイ

ル等の内部発生飛散物による影響並びに共用に対する設計上の考慮を説明する。 

なお，設備兼用時の容量に関する影響については，複数の機能を兼用する設備について複数の

機能を兼用する場合を踏まえて設定した容量を添付書類「Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根

拠に関する説明書」に示す。また，設計基準対象施設に考慮すべき地震，火災，溢水，風（台風），

竜巻による他設備からの悪影響については，これらの波及的影響により安全施設の機能を損な

わないことを「2.3 環境条件等」に示す。重大事故等対処設備に考慮すべき地震，火災，溢水，

風（台風），竜巻による他設備への影響については，これらの波及的影響により他設備の機能を

損なわないことを「2.3 環境条件等」に示す。 

 

(1) 重大事故等対処設備使用時及び通常待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。） 

・系統的な影響に対して重大事故等対処設備は，弁等の操作によって設計基準対象施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故

等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこ

と，又は設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・放水砲による建屋への放水により，放水砲の使用を想定する重大事故等において必要と

なる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(2) 内部発生飛散物による影響 

・設計基準対象施設に属する設備は，蒸気タービン，発電機及び内部発生エネルギの高い

流体を内蔵する弁の破損及び配管の破断，高速回転機器の破損に伴う飛散物により安全

性を損なわないように設計する。 

・重大事故等対処設備は，内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁の破損及び配管の破

断，高速回転機器の破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対処設

備がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

悪影響防止を含めた設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の内部発生飛散物による影
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響の考慮については，添付書類「Ⅴ-1-1-9 発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の

損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書」に示す。 

 

(3) 共用 

安全施設及び常設重大事故等対処設備の共用については，以下の設計とする。 

・重要安全施設は，東海発電所との間で原則共用又は相互に接続しない設計とするが，安

全性が向上する場合は，共用又は相互に接続できる設計とする。なお，東海発電所と共

用又は相互に接続する重要安全施設はないことから，共用又は相互に接続することを考

慮する必要はない。 

・重要安全施設以外の安全施設は，東海発電所との間で共用又は相互に接続する場合には，

発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。ただし，重要安全施設以外の安全

施設は，東海発電所と相互に接続しない設計とする。 

・常設重大事故等対処設備は，一部の敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設に

おいて共用しない設計とする。ただし，共用対象の施設毎に要求される技術的要件（重

大事故等に対処するための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施

設と共用することによって，安全性が向上する場合であって，さらに東海発電所内及び

東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる

設計とする。 

安全施設及び常設重大事故等対処設備のうち，共用する機器については，「3. 系統施設毎

の設計上の考慮」に示す。 
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2.4 操作性及び試験・検査性 

安全施設は，誤操作を防止するとともに容易に操作ができる設計とし，重大事故等対処設備

は，確実に操作できる設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発電用原子

炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）を実施できるよう，

機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とし，構造・強度の確認又

は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能

な設計とする。 

なお，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開

放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理検

査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施できる設計と

する。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は，原則として，系統試験及び漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。系統試験については，テストライン等の設備を設置又は必要に応じて

準備することで試験可能な設計とする。 

また，悪影響防止の観点から他と区分する必要があるもの又は単体で機能・性能を確認する

ものは，他の系統と独立して機能・性能確認（特性確認を含む。）が可能な設計とする。 

以下に操作性及び試験・検査性に対する設計上の考慮を説明する。 

 

(1) 操作性 

安全施設及び重大事故等対処設備は，操作性を考慮して以下の設計とする。 

・安全施設は，プラントの安全上重要な機能を損なうおそれがある機器・弁等に対して，

色分けや銘板取り付け等の識別管理や人間工学的な操作性も考慮した監視操作エリア・

設備の配置，中央監視操作の盤面配置，理解しやすい表示方法により発電用原子炉施設

の状態が正確，かつ迅速に把握できる設計とするとともに施錠管理を行い，運転員の誤

操作を防止する設計とする。また，保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設

計とする。中央制御室制御盤は，盤面器具（指示計，記録計，操作器具，表示装置，警

報表示）を系統毎にグループ化して中央制御室操作盤に集約し，操作器具の統一化（色，

形状，大きさ等の視覚的要素での識別），操作器具の操作方法に統一性を持たせること等

により，通常運転，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において運転員の誤操

作を防止するとともに容易に操作ができる設計とする。 

・当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環

境条件及び発電用原子炉施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件（地

震，内部火災，内部溢水，外部電源喪失並びに燃焼ガスやばい煙，有毒ガス，降下火砕

物及び凍結による操作雰囲気の悪化）を想定しても，運転員が運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故に対応するための設備を中央制御室において操作に必要な照明の確保

等により容易に操作することができる設計とするとともに，現場操作についても運転時
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お，東海発電所の排気筒の短尺化及びサービス建屋減築等によりアクセスルートへの

影響を防止する設計とする。また，降水及び地震による屋外タンクからの溢水に対し

て，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアクセスル

ートを確保する設計とする。 

・アクセスルートは，敷地に遡上する津波による遡上高さに対して十分余裕を見た高さ

に高所のアクセスルートを確保する設計とする。また，高潮に対して，通行への影響

を受けない敷地高さにアクセスルートを確保する設計とする。 

・自然現象のうち凍結及び森林火災，外部人為事象のうち飛来物（航空機落下），爆発，

近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝突及び故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムに対しては，迂回路を考慮した複数のアクセスル

ートを確保する設計とする。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受

けることはないため，さらに生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アク

セスルートへの影響はない。 

・屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩

壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の復

旧又は迂回路の通行を行うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下

等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等を行う設計とする。 

・屋外アクセスルートは，自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路については融雪

剤を配備し，車両についてはタイヤチェーン等を装着することにより通行性を確保で

きる設計とする。 

・屋内アクセスルートは，津波（敷地に遡上する津波を含む。），その他の自然現象によ

る影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象及び森林火災及び高潮）及び外部人為事象（飛来物（航空機落下），爆

発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及び船舶の衝突）に対して

は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。 

・屋内アクセスルートの設定に当たっては，油内包機器及び水素内包機器による地震随

伴火災の影響や，水又は蒸気内包溢水の影響を考慮するとともに，別ルートも考慮し

た複数のルート選定が可能な配置設計とする。 

アクセスルートの確保について，周辺斜面の崩壊等に対する考慮を別添1「可搬型重大事

故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」に示す。 

 

(2) 試験・検査性 

設計基準対象施設は，その健全性及び能力を確認するために，発電用原子炉の運転中又は

停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）が可能な構造であり，かつ，そのた

めに必要な配置，空間及びアクセス性を備えた設計とする。 

また，設計基準対象施設は，使用前検査，溶接安全管理検査，施設定期検査，定期安全管

理検査並びに技術基準規則に定められた試験及び検査ができるように以下について考慮した

設計とする。 
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・発電用原子炉の運転中に待機状態にある設計基準対象施設は，試験又は検査によって発

電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運転中に定期的に試験及び検査が

できる設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，その健

全性並びに多様性又は多重性を確認するため，各々が独立して試験又は検査ができる設

計とする。 

・設計基準対象施設のうち構造，強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原

則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，機能・性能確認，各部

の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不要なものについて

は外観の確認が可能な設計とする。 

重大事故等対処設備は，設計基準対象施設と同様な設計に加えて，以下について考慮した

設計とする。 

・重大事故等対処設備のうち代替電源設備は，電気系統の重要な部分として適切な定期試

験及び検査が可能な設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は，具体的に以下の機器区分毎に示す試験・検

査が実施可能な設計とし，その設計に該当しない設備は個別の設計とする。 

a. ポンプ，ファン，圧縮機 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統

へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬型設備は，分解又は取替が可能な設計とする。 

・ポンプ車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

b. 弁（手動弁，電動弁，空気作動弁，安全弁） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統

へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・分解が可能な設計とする。 

・人力による手動開閉機構を有する弁は，規定トルクによる開閉確認が可能な設計とす

る。 

c. 容器（タンク類） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統

へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設計とする。 

・原子炉格納容器は，全体漏えい率試験が可能な設計とする。 

・ボンベは規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

・ほう酸水貯蔵タンクは，ほう酸濃度及びタンク水位を確認できる設計とする。 

・よう素フィルタは，銀ゼオライトの性能試験が可能な設計とする。 

・軽油貯蔵タンク等は，油量を確認できる設計とする。 

・タンクローリは，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

d. 熱交換器 

・機能・性能及び漏えいの確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影
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響を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・分解が可能な設計とする。 

e. 空調ユニット 

・機能・性能の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響を及ぼさ

ず試験可能な設計とする。 

・フィルタを設置するものは，差圧確認が可能な設計とする。また，内部確認が可能な

ように，点検口を設けるとともに，性能の確認が可能なように，フィルタを取り出す

ことが可能な設計とする。 

・分解又は取替が可能な設計とする。 

f. 流路 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統

へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・熱交換器を流路とするものは，熱交換器の設計方針に従う。 

g. 内燃機関 

・機能・性能の確認が可能なように，発電機側の負荷を用いる試験系統等により，機能・

性能確認ができる系統設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬型設備は，分解又は取替が可能な設計とする。 

h. 発電機 

・機能・性能の確認が可能なように，各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）に

より機能・性能確認ができる系統設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬型設備は，分解又は取替が可能な設計とする。 

・電源車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

i. その他電源設備 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置により，機能・

性能の確認ができる系統設計とする。 

・鉛蓄電池は，電圧測定が可能な系統設計とする。ただし，鉛蓄電池（ベント型）は電

圧及び比重測定が可能な系統設計とする。 

j. 計測制御設備 

・模擬入力により機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な設計

とする。 

・論理回路を有する設備は，模擬入力による機能確認として，論理回路作動確認が可能

な設計とする。 

k. 遮蔽 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計とする。 

・外観の確認が可能な設計とする。 

l. 通信連絡設備 

・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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l. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施設に同じ） 

 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備等の多重性又は

多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮する対象設備を，表 3-3-1 に示す。 

なお，当該設備のうち電源設備については，「3.7 その他発電用原子炉の附属施設」の

「3.7.1 非常用電源設備」にて整理するものを含む。 

また，計測機器の故障等により，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータを計測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するための多様

性を有したパラメータについて，表 3-3-2 及び表 3-3-3 に示す。 

表 3-3-2 及び表 3-3-3 で示すパラメータは，以下のとおり。 

・重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求

事項を満たした計器を少なくとも 1つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備＊の計器のみで計測されるが，計測することが

困難になった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満た

した計器で計測されるパラメータをいう。 

・重要代替監視パラメータ  

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求

事項を満たした計器を少なくとも 1つ以上有するパラメータをいう。  

・常用代替監視パラメータ  

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備＊の計器のみで計測されるパラメー

タをいう。 

 

注記 ＊：自主対策設備とは，技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラン

ト状況において使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故

対応に有効な設備をいう。 

 

(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 

(a) 通信連絡設備 

重要安全施設以外の安全施設として，通信連絡設備のうち衛星電話設備（固定型），

衛星電話設備（携帯型），電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ），テレビ会議システム（社内），統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及び

加入ＦＡＸ）及び専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））は，東
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海発電所で同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設計とすることで，安全

性を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備として，通信連絡設備のうち緊急時対策所内に設置する衛星

電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，同一の端末を使用することにより，端

末を変更する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が図れ

ることから，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，共用により悪影響を及ぼさな

いよう，東海発電所及び東海第二発電所の使用する要員が通信連絡するために必要な容

量を確保する設計とする。  
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・放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）及び海上モニタリング 

 

i. 重大事故等時における緊急時対策所機能 

・緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護 

・放射線量の測定 

 

j. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施設に同じ） 

 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備等の多重性又は

多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮する対象設備を，表 3-4-1 に示す。 

なお，当該設備のうち電源設備については，「3.7 その他発電用原子炉の附属施設」の

「3.7.1 非常用電源設備」にて整理するものを含む。 

a. 単一設計 

(a) 中央制御室換気系 

設計基準事故が発生した場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器のうち，

単一設計とする中央制御室換気系のダクトの一部については，当該設備に要求される原

子炉制御室非常用換気空調機能が喪失する単一故障のうち，想定される も過酷な条件

として，ダクトの全周破断を想定しても，安全上支障のない期間に単一故障を確実に除

去又は修復できる設計とし，その単一故障を仮定しない。 

想定される単一故障の発生に伴う中央制御室の運転員の被ばく量は，設計基準事故時

に，ダクトの全周破断に伴う漏えいを考慮し，保守的に単一故障を除去又は修復ができ

ない場合で評価したとしても，緊急作業時に係る線源強度を下回ることを確認した。 

単一設計における主要解析条件の比較を表 3-7-1 に，ダクト全周破断時の影響評価を

表 3-7-2 に示す。 

また，単一故障の除去又は修復のための作業期間として想定する 2 日間を考慮し，修

復作業に係る従事者の被ばく線量は緊急時作業に係る線量限度に照らしても十分小さく

する設計とする。 

中央制御室換気系のうち単一設計とするとするダクトの一部の設計に当たっては，想

定される単一故障の除去又は修復のためのアクセスが可能であり，かつ，補修作業が容

易となる設計とし，修復作業に係る従事者の被ばく線量を緊急時作業にかかる線量強度

に照らしても十分小さくなるよう保安規定に基づき管理する。 

 

(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 

(a) 緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所用差圧計 

常設重大事故等対処設備として，緊急時対策所は，事故対応において東海第二発電所

及び廃止措置中の東海発電所双方のプラント状況を考慮した指揮命令を行う必要がある
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ため，緊急時対策所を共用化し，事故収束に必要な緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所非

常用換気設備（緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置）及び

緊急時対策所用差圧計を設置する。共用により，必要な情報（相互のプラント状況，運

転員の対応状況等）を共有・考慮しながら，総合的な管理（事故処置を含む。）を行う

ことで，安全性の向上が図れることから，東海第二発電所及び廃止措置中の東海発電所

で共用する設計とする。 

各設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，発電所の区分けなく使用できる設計

とする。 
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a. 非常用の計測制御用電源設備 

非常用の計測制御用電源設備は，計装用主母線 2母線及び計装用分電盤 3母線で構

成する。計装用分電盤２Ａ及び２Ｂは，2 系統に分離独立する設計とし，それぞれ非

常用無停電電源装置から給電することで，多重性及び独立性を図った設計とする。 

 

(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 

(a) 緊急時対策所用代替電源設備 

常設重大事故等対処設備として，緊急時対策所は，事故対応において東海第二発電

所及び廃止措置中の東海発電所双方のプラント状況を考慮した指揮命令を行う必要が

あるため，緊急時対策所を共用化し，事故収束に必要な緊急時対策所用代替電源設備

（緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所

用発電機給油ポンプ）を設置する。共用により，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら，総合的な管理（事故処置を含む。）を

行うことで，安全性の向上が図れることから，東海第二発電所及び廃止措置中の東海

発電所で共用する設計とする。 

各設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，発電所の区分けなく使用できる設

計とする。 

 

3.7.2 常用電源設備 

(1) 機能 

常用電源設備は主に以下の機能を有する。 

a. 通常運転時等における保安電源機能 

 

3.7.3 補助ボイラー 

(1) 機能 

補助ボイラーは主に以下の機能を有する。 

a. タービンのグランド蒸気，廃棄物処理系の濃縮器，屋外タンク配管の保温及び各種建

屋等の暖房用の蒸気供給機能 

 

3.7.4 火災防護設備 

火災防護設備は主に以下の機能を有する。 

(1) 機能 

a. 火災の発生防止，感知，消火，影響軽減機能 

 

(2) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 
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(a) 火災感知設備 

重要安全施設以外の安全施設として，火災防護設備である火災感知設備の一部は，

共用する火災区域に設け，中央制御室での監視を可能とすることで，共用により発電

用原子炉の安全性を損なわない設計とする。 

 

(b) 消火系 

重要安全施設以外の安全施設として，火災防護設備である消火系のうち電動機駆動

消火ポンプ，構内消火用ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動構内消

火ポンプ，ろ過水貯蔵タンク，原水タンク及び多目的タンクは，必要な容量をそれぞ

れ確保するとともに，接続部の弁を閉操作することにより隔離できる設計とすること

で，安全性を損なわない設計とする。 

 

(c) 火災区域構造物 

重要安全施設以外の安全施設として，火災防護設備である火災区域構造物のうち固

体廃棄物作業建屋及び固体廃棄物貯蔵庫は，共用する火災区域に必要な構造物により

構成し，共用により発電用原子炉の安全性を損なわない設計とする。 

 

3.7.5 浸水防護施設 

浸水防護施設は主に以下の機能を有する。 

(1) 機能 

a. 津波防護機能 

b. 浸水防止機能 

c. 津波監視機能 

 

3.7.6 補機駆動用燃料設備 

(1) 機能 

補機駆動用燃料設備は主に以下の機能を有する。 

a. 重大事故等時における補機駆動用燃料の供給機能 

 

b. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施設に同じ） 

 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備等の多重性又

は多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮する対象設備を，表 3-6-2 に示す。 

 

(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 
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(a) ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンク 

重要安全施設以外の安全施設として，ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンクは，デ

ィーゼル駆動消火ポンプの機能を達成するために必要となる容量を有することで，共

用により発電用原子炉の安全性を損なわない設計とする。 

 

3.7.7 非常用取水設備 

非常用取水設備は主に以下の機能を有する。 

(1) 機能 

a. 通常運転時等における流路としての機能 

 

b. 重大事故等時における流路としての機能 

 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備等の多重性又

は多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮する対象設備を，表 3-6-3 に示す。 

 

3.7.8 緊急時対策所 

(1) 機能 

緊急時対策所は主に以下の機能を有する。 

a. 通常運転時等における緊急時対策所機能 

 

b. 重大事故等時における緊急時対策所機能 

・緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護（放射線

管理施設） 

・緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定 

・放射線量の測定（放射線管理施設） 

・必要な情報の把握（計測制御系統施設） 

・通信連絡（計測制御系統施設） 

・緊急時対策所用代替電源設備による給電（非常用電源設備） 

 

c. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施設に同じ） 

 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

「（1） 機能」を考慮して，重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備等の多重性又

は多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮する対象設備を，表 3-6-4 に示す。 

なお，当該設備のうち電源設備については，「3.7.1 非常用電源設備」にて整理するも

のを含む。 
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(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 

(a) 緊急時対策所 

重要安全施設以外の安全施設として，緊急時対策所は，東海発電所と同時発災時に

対応するために必要な居住性を確保する設計とすることで，安全性を損なわない設計

とする。 

常設重大事故等対処設備として，緊急時対策所は，事故対応において東海第二発電

所及び廃止措置中の東海発電所双方のプラント状況を考慮した指揮命令を行う必要が

あるため，緊急時対策所を共用化し，事故収束に必要な緊急時対策所遮蔽，緊急時対

策所非常用換気設備等を設置する。共用により，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら，総合的な管理（事故処置を含む。）を

行うことで，安全性の向上が図れることから，東海第二発電所及び廃止措置中の東海

発電所で共用する設計とする。 

各設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，発電所の区分けなく使用できる設

計とする。 
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Ⅴ-1-1-9  発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の損壊に

伴う飛散物による損傷防護に関する説明書
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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以

下「技術基準規則」という。）第15条第4項及びその「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき，機

器の損壊又は配管の破損に伴う飛散物により発電用原子炉施設の安全性を損なわな

い設計とすることについて説明するとともに，技術基準規則第54条第1項第5号及び

その解釈に基づき，悪影響防止として高速回転機器が飛散物とならないことについ

て説明するものである。 

配管の破損に関しては，設計基準対象施設に属する設備のうち原子炉冷却材圧力

バウンダリの拡大範囲となる弁E12-F009から弁E12-F008まで及び弁E12-F053A，Bか

ら弁E12-F050A，Bまでの主配管（以下「RCPB拡大範囲」という。）が今回の申請範

囲となることから，RCPB拡大範囲の破損に伴う飛散物により，発電用原子炉施設の

安全性を損なわない設計を行うことについて説明する。 

また，機器の損壊に関しては，高速回転機器のうち新たな設計基準対象施設，改

造を伴う設計基準対象施設及び重大事故等対処設備が今回の申請範囲となることよ

り，これらの高速回転機器がオーバースピードに起因する損壊に伴う飛散物となら

ないことを説明する。 

なお，重大事故等対処設備のうち，原子炉隔離時冷却系ポンプ，高圧炉心スプレ

イ系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ，ディーゼル発電機等については，設計基

準事故時と使用する系統設備及び使用方法に変更がないこと並びに設計基準対象施

設に関しては技術基準規則の要求事項に変更がないため，今回の申請において変更

は行わない。 

 

2. 基本方針 

設計基準対象施設に属する設備は，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配

管の破損に伴う飛散物により安全性を損なわない設計とする。 

内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管については，材料選定，強度設計

に十分な考慮を払うとともに，「原子力発電所配管破損防護設計技術指針 ＪＥＡ

Ｇ 4613-1998」（日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ 4613」という。）に基づき配

管破損を想定し，その結果生じる可能性のある動的影響により，発電用原子炉施設

の機能が損なわれることのないよう配置上の考慮を払うこととする。 

また，新たな設計基準対象施設，改造を伴う設計基準対象施設及び重大事故等対

処設備については，高速回転機器が損壊し，飛散物とならないように保護装置を設

けること等により，オーバースピードとならない設計とする。 
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3. 評価 

発電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定される配管の破損又は機器の損壊

には，以下の要因が考えられる。内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管に

ついては破損に伴う飛散物により，発電用原子炉施設の安全性を損なわないことを，

また，高速回転機器については損壊に伴う飛散物とならないことを評価する。 

(1) 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管の破損 

・RCPB拡大範囲 

(2) 高速回転機器の損壊 

・常設代替高圧電源装置，常設高圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系

ポンプ，電動機駆動消火ポンプ等，今回の申請範囲となる高速回転機器で

ある新たな設計基準対象施設，改造を伴う設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備を第1表「主要回転機器一覧」に示す。 

 

3.1 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管の破損による飛散物 

3.1.1 評価方針 

高温高圧の流体を内包する原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する主配管

のうちRCPB拡大範囲について，ＪＥＡＧ 4613に基づき配管破損を想定し，以

下の評価内容により評価し，設計上考慮する。なお，ＬＢＢ概念は適用しな

い。 

ただし，ＪＥＡＧ 4613に記載されている基準地震動Ｓ１については，弾性

設計用地震動Ｓｄと読み替える。また，「発電用原子力設備に関する構造等

の技術基準」（昭和55年通商産業省告示第501号， 終改正平成15年7月29日

経済産業省告示第277号）に関する内容については，「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格（2005年版（2007追補版含む。））＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本機械学会）（以下「ＪＳＭＥ Ｓ 

ＮＣ１」という。）に従うものとする。 

 

3.1.2 評価内容 

評価においては，配管破損想定位置を考慮したうえで，防護対象を防護す

る。 

(1) 防護対象 

防護対象は，原子炉施設の異常状態において，この拡大を防止し，又

は緩和する機能を有するもののうち，次のとおりとする。 

a. 原子炉停止系 

b. 炉心冷却に必要な工学的安全施設及び関連施設 

c. 原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の放散
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(3) 防護対策の実施 

配管破損による動的影響により，他の安全機能を有する構築物，系統

及び機器が損傷しないように，必要に応じ以下の措置を講じる設計とす

る。 

ａ．配管破損想定位置と防護対象機器は，十分な離隔距離をとる。 

ｂ．配管破損想定位置又は防護対象機器を障壁で囲む。 

ｃ．上記のいずれかの対策がとれない場合，配管破損による動的影響

に十分耐えるパイプホイップレストレイント等を設ける。 

 

3.1.3 評価結果 

RCPB拡大範囲における配管破損に関し，ＪＥＡＧ 4613に基づき評価した結

果，発生応力又は疲労累積係数が所定の値を超える箇所はなく，配管破損想

定位置は弁E12-F009から弁E12-F008まで及び弁E12-F053A，Bから弁E12-F050A，

Bまでの各配管において格納容器外に位置するターミナル・エンド（配管アン

カーサポート点）の3箇所であることを確認した。また，当該配管破損想定位

置は障壁で囲まれていること及び障壁内に設置される防護対象については多

重化が考慮されていることを確認した。したがって，配管の破損に伴う飛散

物により発電用原子炉施設の安全性は損なわれない。 

 

3.2 高速回転機器の損壊による飛散物 

3.2.1 評価方針 

ポンプ，ファン等の回転機器は，使用材料の検査，製品の品質管理，規格

等に基づき安全設計及び定期検査により損壊防止を図ること並びにディーゼ

ル駆動補機及びタービン駆動補機については，調速装置及び非常調速装置等

を設けることにより損壊防止対策が十分実施される。具体的な回転機器のオ

ーバースピードに起因する損壊防止対策については，「3.2.2 評価内容」に

より評価し，必要に応じ設計上考慮する。 

 

3.2.2 評価内容 

高速回転機器については，機器毎に駆動源が異なるため，それぞれオーバ

ースピードに対する損壊防止について必要に応じ設計上考慮する。 

(1) 電動補機 

誘導電動機を駆動源とする機器は，供給側の電源周波数が一定である

ことより，負荷（インペラ側の水等）が喪失しても，電流が変動するの

みで回転速度は一定を維持し，オーバースピードとならないため，設計

上考慮する必要はない。 
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第1表 主要回転機器一覧 

補機（回転機器） 電動 
ディーゼル

駆動 

タービン 

駆動 

設
計
基
準
対
象
施
設 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ ○   

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料移送ポンプ 
○   

電動機駆動消火ポンプ ○   

ディーゼル駆動消火ポンプ  ○  

構内消火用ポンプ ○   

ディーゼル駆動構内消火ポンプ  ○  

中央制御室換気系空気調和機ファン＊ ○   

中央制御室換気系フィルタ系ファン＊ ○   

非常用ガス処理系排風機＊ ○   

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

代替燃料プール冷却系ポンプ ○   

常設高圧代替注水系ポンプ   ○ 

常設低圧代替注水系ポンプ ○   

可搬型代替注水大型ポンプ  ○  

可搬型代替注水中型ポンプ  ○  

代替循環冷却系ポンプ ○   

緊急用海水ポンプ ○   

緊急時対策所非常用送風機 ○   

常設代替高圧電源装置  ○  

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ ○   

緊急時対策所用発電機  ○  

緊急時対策所用発電機給油ポンプ ○   

可搬型代替低圧電源車  ○  

窒素供給装置用電源車  ○  

注記 ＊：改造を伴う機器を示す。 
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補足-100-1【発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等

の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書】 
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4 

４．原子炉冷却材圧力バウンダリの配管破損による損傷防護について 

4.1 概要 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技

術基準規則」という。）第15条第4項及びその「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき，配

管の破損に伴う飛散物により発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とす

ることについて説明するものである。 

配管破損に関しては，設計基準対象施設に属する設備のうち新規制基準にお

いて拡大となった原子炉冷却材圧力バウンダリ（以下「RCPB」という。）の範

囲を除く，既存のRCPB範囲について配管破損に伴う飛散物により，発電用原子

炉施設の安全性を損なわない設計を行うことについて説明する。 

 

4.2 基本方針 

設計基準対象施設に属する設備は，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵す

る配管の破損に伴う飛散物により安全性を損なわない設計とする。 

内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管については，材料選定，強度

設計に十分な考慮を払うとともに，「原子力発電所配管破損防護設計技術指針

ＪＥＡＧ 4613-1998」（日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ 4613」という。）に

基づき配管破損を想定し，その結果生じる可能性のある動的影響により，発電

用原子炉施設の機能が損なわれることのないよう配置上の考慮を払うこととす

る。 

なお，配管破損想定位置の想定にあたって，応力算出には地震動Ｓｄを用いる。 

 

4.3 評価 

発電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定される内部発生エネルギーの

高い流体を内蔵する配管の破損に伴う飛散物により，発電用原子炉施設の安全

性を損なわないことを評価する。 

 

4.3.1 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管の破損による飛散物 

4.3.1.1 評価方針 

高温高圧の流体を内包する原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する主配

管のうち既存のRCPB範囲について，ＪＥＡＧ 4613に基づき配管破損を想

定し，以下の評価内容により評価し，設計上考慮する。なお，ＬＢＢ概念

は適用しない。 

ただし，ＪＥＡＧ 4613に記載されている基準地震動Ｓ１については，

弾性設計用地震動Ｓｄと読み替える。また，「発電用原子力設備に関する
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構造等の技術基準」（昭和55年通商産業省告示第501号， 終改正平成15

年7月29日経済産業省告示第277号）に関する内容については，「発電用原

子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007追補版含む。））＜第Ⅰ

編 軽水炉規格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本機械学会）

（以下「ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１」という。）に従うものとする。 

 

4.3.1.2 評価内容 

評価においては，配管破損想定位置を考慮したうえで，防護対象を防護

する。 

(1) 防護対象 

防護対象は，原子炉施設の異常状態において，この拡大を防止し，

又は緩和する機能を有するもののうち，次のとおりとする。 

a. 原子炉停止系 

b. 炉心冷却に必要な工学的安全施設及び関連施設 

c. 原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の

放散に対する障壁を形成するよう設計された範囲の施設 

 

(2) 配管破損想定位置 

既存のRCPB範囲について，ＪＥＡＧ 4613に基づき，ターミナル・

エンド及び発生応力又は疲労累積係数が所定の値を超える点を配管

破損想定位置とする。 

a. ターミナル・エンド 

b. 供用状態Ａ，Ｂ及び（1／3）Ｓｄ地震荷重＊に対して次のいず

れかの条件を満たす点 

(a) Ｓｎ＞2.4Ｓｍ，かつ，Ｓｅ＞2.4Ｓｍ 

(b) Ｓｎ＞2.4Ｓｍ，かつ，Ｓｎ′＞2.4Ｓｍ 

ただし，Ｓｎ   ：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ PPB-3531の計算式

に準じて計算した一次＋二次応力。 

Ｓｅ   ：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ PPB-3536(6)の計

算式に準じて計算した熱膨張応力。 

Ｓ ｎ ′ ： Ｊ Ｓ Ｍ Ｅ  Ｓ  Ｎ Ｃ １  PPB-3536(3)の  

Ｓｎの計算式に準じて計算した一次＋

二次応力。 

Ｓ ｍ   ：ＪＳＭＥ Ｓ  ＮＣ１  付録材料図表 

Part5表1に規定される材料の設計応力

強さ。 
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(c) 疲労累積係数＞0.1 

ただし，上述する疲労累積係数は供用状態Ａ，Ｂにおけ

る疲労累積係数に（1／3）Ｓｄ（Ｓｄ－Ｄ１，Ｓｄ－１１，

Ｓｄ－１２，Ｓｄ－１３，Ｓｄ－１４，Ｓｄ－２１，Ｓｄ－ 

２２及びＳｄ－３１）地震のみによる疲労累積係数を加算

したものとする。 

 

注記 ＊：Ｓｄ（Ｓｄ－Ｄ１，Ｓｄ－１１，Ｓｄ－１２，Ｓｄ－１３，

Ｓｄ－１４，Ｓｄ－２１，Ｓｄ－２２及びＳｄ－３１）地震

とは，添付資料「Ｖ-2 耐震性に関する説明書」のうち，

添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」に示す

弾性設計用地震動Ｓｄ －Ｄ１，Ｓｄ－１１，Ｓｄ－１２， 

Ｓｄ－１３，Ｓｄ－１４，Ｓｄ－２１，Ｓｄ－２２及びＳｄ

－３１による動的地震力をいう。なお，弾性設計用地震動

Ｓｄの概要は，添付書類「Ｖ-2 耐震性に関する説明書」

のうち，添付書類「Ⅴ-2-1-2 基準地震動Ｓｓ及び弾性設

計用地震動Ｓｄの策定概要」に示す。 

 

(3) 防護対策の実施 

配管破損による動的影響により，他の安全機能を有する構築物，

系統及び機器が損傷しないように，必要に応じ以下の措置を講じる

設計とする。 

ａ．配管破損想定位置と防護対象機器は，十分な離隔距離をとる。 

ｂ．配管破損想定位置又は防護対象機器を障壁で囲む。 

ｃ．上記のいずれかの対策がとれない場合，配管破損による動的

影響に十分耐えるパイプホイップレストレイント等を設ける。 

 

4.3.1.3 評価結果 

既存のRCPB範囲における配管破損に関し，ＪＥＡＧ 4613に基づき評価

した結果，発生応力又は疲労累積係数が所定の値を超える箇所及び各配管

におけるターミナル・エンドがあり，配管破損を想定する箇所があること

を確認した。 

既存のRCPB範囲における配管破損想定位置を第1表に，各系統の配管鳥

瞰図を第1図から第16図に示す。 

これらの配管破損想定位置は必要な強度を有するパイプホイップレスト

レイントが設置されている，又は設置されていない配管については，配管
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7 

破損想定位置近傍に防護対象設備がないことを確認した。したがって，配

管の破損に伴う飛散物により発電用原子炉施設の安全性は損なわれない。 

 

 

第 1 表 RCPB 範囲における配管破損想定位置 

対象 配管破損想定位置の有無 
パイプホイ

ップレスト

レイント設

置の有無 

破損想定位

置近傍の防

護対象設備

の有無 系統名 モデル No. 
ターミナル・

エンド 

発生応力又は

疲労累積係数

が所定の値を

超える点 

給水系 
FDW-1,2,3,4,9 有 有 有 － 

FDW-5,6,7,8,11 有 有 有 － 

主蒸気系 

MS-A 有 有 有 － 

MS-B 有 有 有 － 

MS-C 有 有 有 － 

MS-D 有 有 有 － 

MS-24 有 有 無 無 

原子炉冷却材 

再循環系 

PLR-PD-1 有 有 有 － 

PLR-PD-2 有 有 有 － 

原子炉隔離時冷却系 

RCIC-19,20,29 有 無 無 無 

RCIC-24-1 有 無 無 無 

RCIC-24-2 有 有 無 無 

残留熱除去系 

RHR-PD-29 有 無 有 － 

RHR-PD-35 有 無 有 － 

RHR-PD-36 有 無 有 － 

原子炉冷却材浄化系 CU-PD-9 有 有 有 － 
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
３

５
条

安
全
保

護
装

置
】

１
．
基

準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
安

全
保
護
装
置
の

機
能
に
つ

い
て

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
安
全
保
護
装

置
は
，
運

転
時
の
異
常
な

過
渡
変
化

が
発
生
す
る
場

合
又
は
地

震
の
発
生
に
よ

り
発
電
用

原
子
炉
の
運
転

に
支

障
が
生
ず
る
場

合
に
お
い

て
，
そ
の
異
常

な
状
態
を

検
知
し
及
び
原

子
炉
緊
急

停
止
系
そ
の
他

系
統
と
併

せ
て
機
能
す
る

こ
と
に
よ

り
，
燃
料
要
素

の
許

容
損
傷
限
界
を

超
え
な
い

よ
う
に
で
き
る

も
の
と
す

る
と
と
も
に
，

設
計
基
準

事
故
が
発
生
す

る
場
合
に

お
い
て
，
そ
の

異
常
な
状

態
を
検
知
し
，

原
子

炉
緊
急
停
止
系

及
び
工
学

的
安
全
施
設
を

自
動
的
に

作
動
さ
せ
る
設

計
と
す
る

こ
と
を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ
-
1
-5
-3
 工

学
的
安

全
施
設
等
の
起

動
（
作
動

）
信
号
の
設
定

値
の
根
拠

に
関
す
る
説
明

書
」
（

1頁
参
照

）
「
Ⅴ
-
1
-5
-4
 発

電
用
原

子
炉
の
運
転
を

管
理
す
る

た
め
の
制
御
装

置
に
係
る

制
御
方
法
に
関

す
る
説
明

書
」
（

7,
8,
15
,
19
頁
参
照
）

今
回
の
変
更
認

可
申
請
に

伴
い
，
上
記
の

設
計
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。

②
不

正
ア
ク
セ
ス
行

為
等
の
被

害
の
防
止
に
つ

い
て

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
安
全
保
護
装

置
の
う
ち

，
一
部
デ
ジ
タ

ル
演
算
処

理
を
行
う
機
器

は
，
外
部

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
物
理
的

分
離
及
び
機
能

的
分

離
，
外
部
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

か
ら
の
遠
隔
操

作
防
止
及

び
ウ
イ
ル
ス
等

の
侵
入
防

止
並
び
に
物
理

的
及
び
電

気
的
ア
ク
セ
ス

の
制
限
を

設
け
，
シ
ス
テ

ム
の

据
付
，
更
新
，

試
験
，
保

守
等
で
，
承
認

さ
れ
て
い

な
い
者
の
操
作

及
び
ウ
イ

ル
ス
等
の
侵
入

を
防
止
す

る
措
置
を
講
じ

る
こ
と
で

，
不
正
ア
ク
セ

ス
行

為
そ
の
他
の
電

子
計
算
機

に
使
用
目
的
に

沿
う
べ
き

動
作
を
さ
せ
ず

，
又
は
使

用
目
的
に
反
す

る
動
作
を

さ
せ
る
行
為
に

よ
る
被
害

を
防
止
で
き
る

設
計

と
す
る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ
-
1
-5
-1
 計

測
装
置

の
構
成
に
関
す

る
説
明
書

並
び
に
計
測
範

囲
及
び
警

報
動
作
範
囲
に

関
す
る
説

明
書
」
（
1,
12
1～

12
5頁

参
照

）
今
回
の
変
更
認

可
申
請
に

伴
い
，
不
正
ア

ク
セ
ス
行

為
等
の
被
害
を

防
止
す
る

設
計
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-1
-5
-
3 
工

学
的
安
全
施
設
等

の
起
動
（
作

動
）
信

号
の
設
定
値
の

根
拠
に
関
す
る
説
明
書

Ⅴ
-1
-5
-
4 
発

電
用
原
子
炉
の
運

転
を
管
理
す
る

た
め
の

制
御
装
置
に
係

る
制
御
方
法
に
関
す
る
説

明
書

•
今
回
の

放
射
線
モ
ニ
タ

の
改
造
に

よ
り
，
原
子
炉

建
屋
ガ
ス

処
理
系
の
作
動

回
路
及
び

起
動
（
作
動
）

信
号
の
設

定
値
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
【
①
】

Ⅴ
-1
-5
-
1 
計

測
装
置
の
構
成
に

関
す
る
説
明
書

並
び
に

計
測
範
囲
及
び

警
報
動
作
範
囲
に
関
す
る

説
明
書

•
今
回
の

放
射
線
モ
ニ
タ

の
改
造
に

よ
り
，
不
正
ア

ク
セ
ス
行

為
等
の
被
害
を

防
止
す
る

設
計
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認

し
た
。
【
②
】

原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
３

５
条

安
全
保

護
装

置
】

２
．
確

認
結
果

補1-添9-2
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
３

５
条

安
全
保

護
装

置
】

３
．
ま

と
め

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ

タ
の
改
造

に
つ
い
て
，
原

子
炉
建
屋

ガ
ス
処
理
系
を

自
動
的
に

作
動
さ
せ
る
安

全
保
護
装

置
の
構
成
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。

・
安
全

保
護
装
置
に
要

求
さ
れ
る

機
能
に
変
更
が

無
い
た
め

，
既
工
事
計
画

で
確
認
さ

れ
た
技
術
基
準

の
適
合
性

に
影
響
を
与
え

な
い
。

・
既
工

事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

安
全
保
護

装
置
に
関
す
る

基
本
設
計

方
針
に
つ
い
て

も
変
更
が

な
い
こ
と
か
ら

，
審
査
対

象
条
文
と
な
ら
な
い
。
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

７
条

警
報
装

置
等

】

１
．
基

準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
警

報
装
置
等
の
施

設
に
つ
い

て
既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
警
報

装
置
等
の
う
ち

，
発
電
用

原
子
炉
施
設
の

機
械
又
は

器
具
の
機
能
の

喪
失
，
誤

操
作
そ
の
他
の

異
常
に
よ

り
発
電
用
原

子
炉
の

運
転
に
著
し
い
支
障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が

発
生
し
た

場
合
（
原
子
炉

建
屋
原
子

炉
棟
内
の
放
射

能
レ
ベ
ル

が
設
定
値
を
超

え
た
場
合

，
主
蒸
気
管
又

は
空
気

抽
出
器
排
ガ
ス
中
の
放
射

能
レ
ベ
ル
が
設

定
値
を
超

え
た
場
合
等
）

に
，
こ
れ

ら
を
確
実
に
検

出
し
て
自

動
的
に
警
報
す

る
装
置
（

原
子
炉
建
屋
放

射
能
高

，
主
蒸
気
管
放
射
能
高
等

）
を
施
設
し
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
補
足

-
5【

原
子
炉
建

屋
換
気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線
モ
ニ

タ
改
造
工
事
の

概
要
に
つ

い
て
】
」

「
Ⅴ

-1
-
7-
1 
放
射
線
管
理
用
計

測
装
置
の
構
成

に
関
す
る

説
明
書
並
び
に

計
測
範
囲

及
び
警
報
動
作

範
囲
に
関

す
る
説
明
書
」

（
1
5
,1
6,
4
1,
46
,
49
頁
参

照
）

今
回
の
変
更
認

可
申
請
に

伴
い
，
上
記
の

警
報
装
置

の
構
成
及
び
主

要
仕
様
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-5
【
原
子
炉
建
屋

換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射

線
モ
ニ

タ
改
造
工
事
の

概
要
に
つ
い
て
】

•
今
回
の

放
射
線
モ
ニ
タ

の
改
造
に

よ
り
，
警
報
装

置
の
構
成

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
①

】

Ⅴ
-1
-7
-
1 
放

射
線
管
理
用
計
測

装
置
の
構
成
に

関
す
る

説
明
書
並
び
に

計
測
範
囲
及
び
警
報
動
作

範
囲
に

関
す
る
説
明
書

•
今
回
の

放
射
線
モ
ニ
タ

の
改
造
に

よ
り
，
原
子
炉

建
屋
換
気

系
（
ダ
ク
ト
）

モ
ニ
タ
は

，
通
常
運
転
時

等
に
お
い

て
，
警

報
機
能
を
有
す

る
こ
と
と

し
て
お
り
，
計

測
装
置
の

構
成
，
検
出
器

の
種
類
，

測
定
範
囲
及
び

警
報
動
作

範
囲
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
【
①
】

原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

７
条

警
報
装

置
等

】

２
．
確

認
結
果
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

７
条

警
報
装

置
等

】

３
．
ま

と
め

・
今

回
の
放
射
線
モ

ニ
タ
の
改

造
に
つ
い
て
，

原
子
炉
建

屋
放
射
能
高
の

警
報
装
置

の
構
成
に
変
更

が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
・
原
子

炉
建
屋
換
気
系

（
ダ
ク
ト

）
放
射
線
モ
ニ

タ
の
計
測

装
置
の
構
成
，

検
出
器
の

種
類
，
測
定
範

囲
，
警
報

動
作
範
囲
に
変

更
が
な
く

，
要
求
さ
れ
る

機
能
に
変

更
が
な
い
た
め
，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工

事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

警
報
装
置

等
に
関
す
る
基

本
設
計
方

針
に
つ
い
て
も

変
更
が
な

い
こ
と
か
ら
，

審
査
対
象

条
文
と
な
ら
な
い
。
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Ⅴ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及
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N
T
2
 
変
②

 Ｖ
-
1
-7
-
1
 R
0 

(4) 原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ 

原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタは，設計基準対象施設の機能を有しており，

原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタの検出信号は，半導体式からのパルス信号を演

算装置にて線量当量率信号へ変換する処理を行った後，線量当量率を中央制御室に指示

し，記録する。 

また，検出信号が警報設定値に達した場合には，中央制御室に音とともに警報表示を行

う。 

（「図 3.1.2-8 原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタの概略構成図」及び「図

3.1.2-9 検出器の構造図（原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）記録計          

（注 2）原子炉建屋ガス処理系起動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2-8 原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタの概略構成図 

 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 
重大事故等対処設備 

 

 

記 録（注 1） 

中央制御室 

警 報 

演算装置／指示 

半導体式 

論理回路 警 報（注 2） 
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表 3.5.1-1 放射線管理用計測装置の計測結果の指示，表示及び記録 

放射線管理用計測装置 指示又は表示 記録 

プロセスモ

ニタリング

設備 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（Ｄ／Ｗ） 
中央制御室 

中央制御室（記録計） 

緊急時対策支援システム伝送装置 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（Ｓ／Ｃ） 
中央制御室 

中央制御室（記録計） 

緊急時対策支援システム伝送装置 

フィルタ装置出口放射

線モニタ（低レンジ） 
中央制御室 緊急時対策支援システム伝送装置 

フィルタ装置出口放射

線モニタ（高レンジ） 
中央制御室 緊急時対策支援システム伝送装置 

耐圧強化ベント系放射

線モニタ 
中央制御室 緊急時対策支援システム伝送装置 

原子炉建屋換気系（ダ

クト）放射線モニタ 
中央制御室 中央制御室（記録計） 

エリアモニ

タリング設

備 

緊急時対策所エリアモ

ニタ 
緊急時対策所 緊急時対策所（電磁的記録） 

使用済燃料プールエリ

ア放射線モニタ（低レ

ンジ） 

中央制御室 緊急時対策支援システム伝送装置 

使用済燃料プールエリ

ア放射線モニタ（高レ

ンジ） 

中央制御室 緊急時対策支援システム伝送装置 

移動式周辺 

モニタリン

グ設備 

可搬型モニタリング・

ポスト 

現場 現場（電磁的記録） 

緊急時対策所 緊急時対策所（電磁的記録） 

β線サーベイ・メータ 現場 現場（従事者が記録） 

ＮａＩシンチレーショ

ンサーベイ・メータ 
現場 現場（従事者が記録） 

ＺｎＳシンチレーショ

ンサーベイ・メータ 
現場 現場（従事者が記録） 

電離箱サーベイ・メー

タ 
現場 現場（従事者が記録） 
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表
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1-
1
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線
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理
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計

測
装
置

の
計

測
範

囲
（

1
/3
）
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プ

ロ
セ

ス
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
）
 

名
称
 

計
測

範
囲
 

計
測

範
囲

の
設

定
に

関
す

る
考

え
方
 

格
納

容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ

ニ
タ

（
Ｄ

／
Ｗ

）
 

1
0
-
2
～

1
0
5
 S
v
/
h 

設
計

基
準

事
故

及
び

重
大

事
故

等
時
の

変
動

範
囲

は
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測
範

囲
に
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絡
さ

れ
て
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重

大
事
故

等
時

に
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い

て
も
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視

可
能

で
あ

る
。

計
測
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限
値

は
，
「
事

故
時

放
射
線

計
測
指

針
」

を
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足
す

る
よ
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に
設

定
す
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納

容
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囲

気
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線

モ

ニ
タ

（
Ｓ

／
Ｃ

）
 

1
0
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～
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0
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h 

設
計
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準

事
故

及
び
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大

事
故

等
時
の
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動

範
囲

は
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測
範

囲
に
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絡
さ

れ
て

お
り

，
重

大
事
故

等
時

に
お
い

て
も

監
視

可
能

で
あ

る
。

計
測

上
限
値

は
，
「
事

故
時

放
射
線

計
測
指

針
」

を
満
足
す

る
よ

う
に
設

定
す

る
。
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

放
射

線
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ニ
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（
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ジ

）
 

1
0
-
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0
4
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v
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時
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炉
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し
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い
な
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合
）
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測
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限

値
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，
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事
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お
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測
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ル
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装
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口
放
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線
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補足－2【設計及び工事計画変更認可申請書に 

添付する書類の整理について】 
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補 2－1 

設計及び工事計画変更認可申請書に添付する書類の整理について 

 

1. 概 要 

 本資料では，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，設計及び工事計画変更認可申請書に添付する書類について整理する。 

また，併せて「電気事業法」に基づく工事計画変更の手続きの要否についても整理する。 

 

2. 「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画変更認

可申請書に添付する書類の整理について 

 設計及び工事計画変更認可申請書に添付すべき書類は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に

関する規則」（以下，「実用炉規則」という。）の第九条第三項に規定の，別表第二の上覧に掲げ

る種類に応じた同表の下欄に掲げる書類並びに設計及び工事に係る品質マネジメントの説明書

類となるが，別表第二では「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。」と

の規定があるため，本申請範囲である「計測制御系統施設」及び「放射線管理施設」に要求され

る添付書類の要否の検討を行った。検討結果を表１に示す。 

 

3. 「電気事業法」に基づく工事計画変更認可申請書に添付する書類の整理について 

 「電気事業法」に基づく工事計画の手続き対象となる工事については，「原子力発電工作物の

保安に関する命令」（以下，「保安命令」という。）の別表第一及び別表第三に規定されている。 

 今回改造するプロセス放射線モニタについては，計測制御系統設備及び放射線管理設備に係

る設備であり，保安命令の別表第一に規定する工事計画の認可を要するもの※に該当する。 

※：今回の改造において，要目表の変更及び保安命令の別表第一に規定する工事に該当する設備は「放射線管

理設備」のみであるが，「計測制御系統設備」の要目表においても同一の記載があるため，併せて申請する。 
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補 2－2 

表１ 「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画

変更認可申請において要求される添付書類及び本申請における添付の要否の検討結果 

 

(1)原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

別表第二（各発電用原子炉施設に共通） 

送電関係一覧図 × 送電設備に変更はないため，添付しない。 

急傾斜地崩壊危険区域内にお

いて行う制限工事に係る場合

は，当該区域内の急傾斜地の

崩壊の防止措置に関する説明

書 

× 
東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区

域に指定された箇所はないため，添付しない。

工場又は事業所の概要を明示

した地形図 
× 

発電所の概要を明示した地形図に変更はない

ため，添付しない。 

主要設備の配置の状況を明示

した平面図及び断面図 
× 

主要設備の配置に変更はないため，添付しな

い。 

単線結線図 × 単線結線図に変更はないため，添付しない。 

新技術の内容を十分に説明し

た書類 
× 新技術に該当しないため，添付しない。 

発電用原子炉施設の熱精算図 × 熱精算に変更はないため，添付しない。 

熱出力計算書 × 熱出力計算に変更はないため，添付しない。 

発電用原子炉の設置の許可と

の整合性に関する説明書 
○ 

本申請では，変更する機器が設置許可との整合

性に影響がないことを説明するため添付する。

※本文五号との整合性に関する説明書 

※本文十一号との整合性に関する説明書 

排気中及び排水中の放射性物

質の濃度に関する説明書 
× 

排気中及び排水中の放射性物質の濃度に変更

はないため，添付しない。 

人が常時勤務し，又は頻繁に

出入する工場又は事業所内の

場所における線量に関する説

明書 

× 
発電所の場所における線量に影響を与えない

ため，添付しない。 
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補 2－3 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する

説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-1-2-1-1＊1 

・Ⅴ-1-1-2-1-2＊1 

・Ⅴ-1-1-2-2-1＊1 

・Ⅴ-1-1-2-2-4＊1 

・Ⅴ-1-1-2-2-5＊1 

・Ⅴ-1-1-2-3-1＊1 

・Ⅴ-1-1-2-3-2＊1 

・Ⅴ-1-1-2-3-3＊1 

・Ⅴ-1-1-2-4-1＊1 

・Ⅴ-1-1-2-4-2＊1 

・Ⅴ-1-1-2-4-3＊1 

・Ⅴ-1-1-2-5-1＊1 

・Ⅴ-1-1-2-5-2＊1 

・Ⅴ-1-1-2-5-3＊1 

・Ⅴ-1-1-2-5-4＊1 

・Ⅴ-1-1-2-5-6＊1 

排水監視設備及び放射性物質

を含む排水を安全に処理する

設備の配置の概要を明示した

図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

取水口及び放水口に関する説

明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

設備別記載事項の設定根拠に

関する説明書 
○ 

既工事計画では本設備の改造等の工事を行う

計画がなかったため，添付していなかったが，

設備の改造を行うため添付する。 

・Ⅴ-1-1-4-6-26 

環境測定装置の構造図及び取

付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

クラス１機器及び炉心支持構

造物の応力腐食割れ対策に関

する説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書 

〇 

設計基準事故時に想定される環境条件及び系

統施設毎の機能に影響はなく，必要な箇所の保

守点検ができる設計とすること等に変更はな

いが，設備の改造を行うため添付する。 

・Ⅴ 1-1-6＊1 

発電用原子炉施設の火災防護

に関する説明書 
○ 

本工事により火災の感知及び消火並びに火災

の影響軽減の火災防護対策について影響を与

えない。なお，改造する範囲に使用する非難燃

ケーブルは火災を想定した場合にも延焼が発

生しないよう処置する設計に変更はないが，補

足-1 の添付書類で確認した書類であることか

ら添付する。 

・Ⅴ-1-1-7＊1 

発電用原子炉施設の溢水防護

に関する説明書 
○ 

本工事により，溢水評価対象の防護対象設備の

配置を変更するため添付する。 

・Ⅴ-1-1-8-2 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-1-8-1＊1 

・Ⅴ-1-1-8-3＊1 

・Ⅴ-1-1-8-4＊1 

・Ⅴ-1-1-8-5＊1 

発電用原子炉施設の蒸気ター

ビン，ポンプ等の損壊に伴う

飛散物による損傷防護に関す

る説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-1-9＊1 

通信連絡設備に関する説明書

及び取付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

安全避難通路に関する説明書

及び安全避難通路を明示した

図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

非常用照明に関する説明書及

び取付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

別表第二（計測制御系統施設） 

計測制御系統施設に係る機器

（計測装置を除く。）の配置を

明示した図面及び系統図 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

制御能力についての計算書 × 該当する設備はないため，添付しない。 

耐震性に関する説明書 × 該当する設備はないため，添付しない。 

強度に関する説明書 × 該当する設備はないため，添付しない。 

構造図 × 該当する設備はないため，添付しない。 

計測装置の構成に関する説明

書、計測制御系統図及び検出

器の取付箇所を明示した図面

並びに計測範囲及び警報動作

範囲に関する説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-5-1＊1  

原子炉非常停止信号の作動回

路の説明図及び設定値の根拠

に関する説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

工学的安全施設等の起動（作

動）信号の起動（作動）回路の

説明図及び設定値の根拠に関

する説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-5-3＊1 

デジタル制御方式を使用する

安全保護系等の適用に関する

説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

発電用原子炉の運転を管理す

るための制御装置に係る制御

方法に関する説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-5-4＊1 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

中央制御室の機能に関する説

明書、中央制御室外の原子炉

停止機能及び監視機能並びに

緊急時制御室の機能に関する

説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

安全弁の吹出量計算書 × 該当する設備はないため，添付しない。 

別表第二（放射線管理施設） 

放射線管理施設に係る機器

（放射線管理用計測装置を除

く。）の配置を明示した図面及

び系統図 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

放射線管理用計測装置の構成

に関する説明書 
○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-7-1 

放射線管理用計測装置の系統

図及び検出器の取付箇所を明

示した図面並びに計測範囲及

び警報動作範囲に関する説明

書 

○ 

本工事により，検出器の配置を変更するため，
配置を明示した図面を添付する。 

・第 7-1-5 図 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-7-1 

管理区域の出入管理設備及び

環境試料分析装置に関する説

明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

耐震性に関する説明書 ○ 

本工事において，検出器の配置を変更するため
添付するが，既工事計画における評価に変更は
ない。 
・Ⅴ-2-8-2-4＊1 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-2-1-1＊1 
・Ⅴ-2-1-4＊1 
・Ⅴ-2-1-5＊1 
・Ⅴ-2-1-8＊1 
・Ⅴ-2-1-9＊1 
・Ⅴ-2-1-11＊1 
・Ⅴ-2-1-13-9＊1 

・Ⅴ-2-2-1＊1 

・Ⅴ-2-12＊1 

強度に関する説明書 × 該当する設備はないため，添付しない。 

構造図 × 該当する設備はないため，添付しない。 

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽

及び熱除去についての計算書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

中央制御室及び緊急時制御室

の居住性に関する説明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

別表第二（その他発電用原子炉の附属施設（4 火災防護設備）） 

火災防護設備に係る機器の配

置を明示した図面及び系統図 
○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・第 9-3-6 図＊1 

耐震性に関する説明書 × 該当する設備はないため，添付しない。 

強度に関する説明書 × 該当する設備はないため，添付しない。 

構造図 × 該当する設備はないため，添付しない。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量

計算書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

別表第二（その他発電用原子炉の附属施設（5 浸水防護施設）） 

浸水防護施設に係る機器の配

置を明示した図面及び系統図 
○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・第 9-4-1 図＊1 

・第 9-4-2 図＊1 

・第 9-4-3 図＊1 

・第 9-4-4 図＊1 

・第 9-4-5 図＊1 

・第 9-4-6 図＊1 

・第 9-4-7 図＊1 

・第 9-4-8 図＊1 

・第 9-4-9 図＊1 

・第 9-4-10 図＊1 

・第 9-4-11 図＊1 

・第 9-4-12 図＊1 

・第 9-4-13 図＊1 

・第 9-4-14 図＊1 

・第 9-4-15 図＊1 

・第 9-4-16 図＊1 

耐震性に関する説明書 × 該当する設備はないため，添付しない。 

強度に関する説明書 ○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-3-別添 3-2-1-1＊1 

構造図 ○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・第 9-4-17 図＊1 

・第 9-4-18 図＊1 

・第 9-4-19 図＊1 

＊１：平成30年10月18日付け原規規発第1810181号にて認可された工事の計画から変更がないこ

とを示す。 
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補足－3【工事の方法に関する補足説明資料】 

（改２） 
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補 3－1 

 

補足説明資料 3 

 

工事の方法に関する補足説明資料 

 

１．概 要 

工事の方法として，工事手順，使用前事業者検査の方法，工事上の留意事項を，それぞれ施

設，主要な耐圧部の溶接部，燃料体に区分し定めており，これら工事手順及び使用前事業者検

査の方法は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に定めたプロセス等に基づいた

ものとしている。 

また，工事の方法は，すべての施設を網羅するものとして作成しており，それを原子炉本体

に記載し，その他施設については該当箇所を呼び込むことにしている。 

本資料では，工事の方法のうち当該工事に該当する箇所を明示するものである。 

 

２．当該工事に該当する箇所 

工事の方法のうち，当該工事に該当する箇所を示す。 
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申請に係る工事の方法として，原子炉本体に係る工事の方法を以下に示す。 

変 更 前 変 更 後 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の方法として，原子炉

設置（変更）許可を受けた事項，及び「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則」（以下

「技術基準」という。）の要求事項に適合するための設計（基本設計方針及び要目表）に従い実施する工事の

手順と，それら設計や工事の手順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示

す。 

これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に

定めたプロセス等に基づいたものとする。 

 

1. 工事の手順 

1.1 工事の手順と使用前事業者検査 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図1に

示す。 

 

1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図 2に示す。 

 

1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査 

燃料体に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図 3に示す。 

 

2. 使用前事業者検査の方法 

構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法，機能及び性能を確認するために十分な方法，その他

設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な

方法により，使用前事業者検査を図 1，図 2 及び図 3 のフローに基づき実施する。使用前事業者検査は「設

計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより，抽出されたものの検査を実施す

る。 

また，使用前事業者検査は，検査の時期，対象，方法，検査体制に加えて，検査の内容と重要度に応じて，

立会，抜取り立会，記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め実施する。 

 

2.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 

2.1.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 

構造，強度又は漏えいに係る検査ができるようになったとき，表 1 に示す検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

（黄色マーキング）：当該工事に該当する箇所 
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変 更 前 変 更 後 

表 1 構造，強度又は漏えいに係る検査（燃料体を除く）＊１ 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に係る

品質マネジメントシス

テム」に記載したプロセ

スにより，当該工事にお

ける構造，強度又は漏え

いに係る確認事項とし

て次に掲げる項目の中

から抽出されたもの。 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

・組立て及び据付け

状態を確認する検

査(据付検査) 

・状態確認検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・原子炉格納施設が

直接設置される基

盤の状態を確認す

る検査 

・建物・構築物の構造

を確認する検査 

材料検査 使用されている材料の化学成分，

機械的強度等が工事計画のとおり

であることを確認する。 

設工認のとおりであるこ

と，技術基準に適合する

ものであること。 

寸法検査 主要寸法が工事計画のとおりであ

り，許容寸法内であることを確認

する。 

設工認に記載されている

主要寸法の計測値が，許

容寸法を満足すること。

外観検査 有害な欠陥がないことを確認す

る。 

健全性に影響を及ぼす有

害な欠陥がないこと。 

組立て及び据

付け状態を確

認する検査 

(据付検査) 

組立て状態並びに据付け位置及び

状態が工事計画のとおりであるこ

とを確認する。 

設工認のとおりに組立

て，据付けされているこ

と。 

状態確認検査 評価条件，手順等が工事計画のと

おりであることを確認する。 

設工認のとおりであるこ

と。 

耐圧検査＊２ 技術基準の規定に基づく検査圧力

で所定時間保持し，検査圧力に耐

え，異常のないことを確認する。

耐圧検査が構造上困難な部位につ

いては，技術基準の規定に基づく

非破壊検査等により確認する。 

検査圧力に耐え，かつ，

異常のないこと。 

漏えい検査＊２ 耐圧検査終了後，技術基準の規定

に基づく検査圧力により漏えいの

有無を確認する。なお，漏えい検

査が構造上困難な部位について

は，技術基準の規定に基づく非破

壊検査等により確認する。 

著しい漏えいのないこ

と。 

原子炉格納施

設が直接設置

される基盤の

状態を確認す

る検査 

地盤の地質状況が，原子炉格納施

設の基盤として十分な強度を有す

ることを確認する。 

設工認のとおりであるこ

と。 

建物・構築物

の構造を確認

する検査 

主要寸法，組立方法，据付位置及

び据付状態等が工事計画のとおり

製作され，組み立てられているこ

とを確認する。 

設工認のとおりであるこ

と。 

注記 ＊1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

＊2：耐圧検査及び漏えい検査の方法について，表１によらない場合，基本設計方針の共通項

目として定めた「耐圧試験等」の方針によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変 更 前 変 更 後 

2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査は，技術基準第 17条第 15号，第 31 条，第 48条第

1 項及び第 55 条第 7 号，並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈

（以下「技術基準解釈」という。）に適合するよう，以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。

(1) あらかじめ確認する事項 

次の①及び②については，主要な耐圧部の溶接をしようとする前に，「日本機械学会 発電用原子力

設備規格 溶接規格（JSME S NB1-2007）（以下「溶接規格」という。）第 2部 溶接施工法認証標準及

び第 3 部 溶接士技能認証標準に従い，表 2-1，表 2-2 に示す検査を行う。その際，以下のいずれか

に該当する特殊な溶接方法は，その確認事項の条件及び方法の範囲内で①溶接施工法に関することを

確認する。 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和 45年通商産業省

令第 81 号）第 2 条に基づき，通商産業大臣の認可を受けた特殊な溶接方法。 

・平成 12 年 7 月以降に，一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設備技術検査協会によ

る確性試験により適合性確認を受けた特殊な溶接方法。 

① 溶接施工法に関すること 

② 溶接士の技能に関すること 

 

なお，①又は②について，既に，以下のいずれかにより適合性が確認されているものは，主要な耐

圧部の溶接をしようとする前に表 2-1，表 2-2 に示す検査は要さないものとする。 

① 溶接施工法に関すること 

・平成 12 年 6 月 30 日以前に電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）に基づき国の認可証又は合

格証を取得した溶接施工法。 

・平成 12年 7月 1日から平成 25 年 7 月 7 日に，電気事業法に基づく溶接事業者検査において，

各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。 

・平成 25年 7月 8日以降，核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年

法律第 166 号）に基づき，各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。 

・前述と同等の溶接施工法として，核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32年法律第 166 号）における他の施設にて，認可を受けたもの，溶接安全管理検査，使用前

事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたもの又は客観性を有する方法により確認試験が行

われ判定基準に適合しているもの。ここで，他の施設とは，加工施設，試験研究用等原子炉施

設，使用済燃料貯蔵施設，再処理施設，特定第一種廃棄物埋設施設，特定廃棄物管理施設をい

う。 

② 溶接士の技能に関すること 

・溶接規格第 3 部 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認められるものとし

て，技術基準解釈別記-5に示されている溶接士が溶接を行う場合。 

・溶接規格第 3部 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が，技術基準解釈別記-5の有効期間内

に溶接を行う場合。 
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変 更 前 変 更 後 

表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接施工法の内容確認 

 

計画している溶接施工法の内容が，技術基準に適合する方法であること

を確認する。 

材料確認 

 

試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認す

る。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中確認 

 

溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり，溶接条件等が溶

接検査計画書のとおりに実施されることを確認する。 

外観確認 試験材について，目視により外観が良好であることを確認する。 

溶接後熱処理確認 

 

溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合してい

ることを確認する。 

浸透探傷試験確認 

 

技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面におけ

る開口した欠陥の有無を確認する。 

機械試験確認 

 

溶接部の強度，延性及び靭性等の機械的性質を確認するため，継手引張

試験，曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 

断面検査確認 

 
管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法によ

り目視検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）＊ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された

場合，当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。 

注記 ＊：（ ）内は検査項目ではない。 
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変 更 前 変 更 後 

表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接士の試験内容の確認

 

検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接訓練歴等，及びその者が行う

溶接施工法の範囲を確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認す

る。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中確認 溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が溶接検査計画書のとおりであ

り，溶接条件が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。 

外観確認 目視により外観が良好であることを確認する。 

浸透探傷試験確認 技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面に開口

した欠陥の有無を確認する。 

機械試験確認 曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。 

断面検査確認 管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法によ

り目視検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）＊ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認され

た場合，当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。  

注記 ＊：（ ）内は検査項目ではない。 

 

(2) 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

発電用原子炉施設のうち技術基準第 17 条第 15 号，第 31 条，第 48 条第 1 項及び第 55 条第 7 号の

主要な耐圧部の溶接部について，表 3-1 に示す検査を行う。 

また，以下の①又は②に限り，原子炉冷却材圧力バウンダリに属する容器に対してテンパービード

溶接を適用することができ，この場合，テンパービード溶接方法を含む溶接施工法の溶接部について

は，表 3-1 に加えて表 3-2 に示す検査を実施する。 

① 平成 19年 12 月 5日以前に電気事業法に基づき実施された検査において溶接後熱処理が不要と

して適合性が確認された溶接施工法 

② 以下の規定に基づく溶接施工法確認試験において，溶接後熱処理が不要として適合性が確認さ

れた溶接施工法 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和 45年通商産業

省令第 81号）第 2条に基づき，通商産業大臣の許可を受けた特殊な溶接方法。 

・平成 12 年 7 月以降に，一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設備技術検査協会に

よる確性試験による適合性確認を受けた特殊な溶接方法。 
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変 更 前 変 更 後 

表 3-1 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接施工法，

溶接士の確認 

適用する溶接施工法，溶接士について，表 2-1 及び表 2-2 に示す適合確認

がなされていることを確認する。 

材料検査 溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。 

開先検査 開先形状，開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するもの

であることを確認する。 

溶接作業検査 あらかじめの確認において，技術基準に適合していることが確認された溶

接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する｡ 

熱処理検査 溶接後熱処理の方法，熱処理設備の種類及び容量が，技術基準に適合する

ものであること，また，あらかじめの確認において技術基準に適合してい

ることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。 

非破壊検査 

 

溶接部について非破壊試験を行い，その試験方法及び結果が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

機械検査 溶接部について機械試験を行い，当該溶接部の機械的性質が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

耐圧検査＊1 

 

規定圧力で耐圧試験を行い，これに耐え，かつ，漏えいがないことを確認

する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は，可能な限り高い圧力で

試験を実施し，耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 

（外観の状況確認） 

溶接部の形状，外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。 

（適合確認）＊2 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された場

合，当該溶接部は技術基準に適合するものとする。 

注記 ＊1：耐圧検査の方法について，表 3-1 によらない場合，基本設計方針の共通項目として定

めた「材料及び構造等」の方針によるものとする。 

   ＊2：（ ）内は検査項目ではない。 
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変 更 前 変 更 後 

表 3-2 溶接施工した構造物に対して確認する事項（テンパービード溶接を適用する場合） 

検査項目 検査方法及び判定基準 
同種材の 

溶接 

クラッド

材の溶接 

異種材の 

溶接 

バタリング

材の溶接

材料検査 1. 中性子照射 1019nvt 以上受ける設備を溶接する場合に使用する溶接材料の銅含有

量は，0.10％以下であることを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

2. 溶接材料の表面は，錆，油脂付着及び汚れ等がないことを確認する。 適用 適用 適用 適用 

開先検査 1. 当該施工部位は，溶接規格に規定する溶接後熱処理が困難な部位であることを図

面等で確認する。 
適用 適用 適用 適用 

2. 当該施工部位は，過去に当該溶接施工法と同一又は類似の溶接後熱処理が不要な

溶接方法を適用した経歴を有していないことを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

3. 溶接を行う機器の面は，浸透探傷試験又は磁粉探傷試験を行い，これに合格する

ことを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

4. 溶接深さは，母材の厚さの2分の1以下であること。 適用 － 適用 － 

5. 個々の溶接部の面積は650㎝2以下であることを確認する。 適用 － 適用 － 

6. 適用する溶接施工法に，クラッド材の溶接開先底部とフェライト系母材との距離

が規定されている場合は，その寸法が規定を満足していることを確認する。 
－ 適用 － － 

7. 適用する溶接施工法に，溶接開先部がフェライト系母材側へまたがって設けられ，

そのまたがりの距離が規定されている場合は，その寸法が規定を満足していること

を確認する。 

－ － 適用 － 

溶接作業

検査 

自動ティグ溶接を適用する場合は，次によることを確認する。     

1. 自動ティグ溶接は，溶加材を通電加熱しない方法であることを確認する。 適用 適用 適用 適用 

2. 溶接は，適用する溶接施工法に規定された方法に適合することを確認する。     

①各層の溶接入熱が当該施工法に規定する範囲内で施工されていることを確認す

る。 
適用 適用 適用 適用 

②２層目端部の溶接は，1 層目溶接端の母材熱影響部（１層目溶接による粗粒化域）

が適切なテンパー効果を受けるよう，1 層目溶接端と2 層目溶接端の距離が 1 mm

から 5 mm の範囲であることを確認する。 

適用 － 適用 － 

③予熱を行う溶接施工法の場合は，当該施工法に規定された予熱範囲及び予熱温度

を満足していることを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

④当該施工法にパス間温度が規定されている場合は，温度制限を満足していること

を確認する。 
適用 適用 適用 適用 

⑤当該施工法に，溶接を中断する場合及び溶接終了時の温度保持範囲と保持時間が

規定されている場合は，その規定を満足していることを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

⑥余盛り溶接は，１層以上行われていることを確認する。 適用 － 適用 － 

⑦溶接後の温度保持終了後， 終層ビードの除去及び溶接部が平滑となるよう仕上

げ加工されていることを確認する。 
適用 － 適用 － 

非破壊

検査 

溶接部の非破壊検査は，次によることを確認する。     

1. １層目の溶接終了後，磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い，これに合格するこ

とを確認する。 
適用 － － － 

2. 溶接終了後の試験は，次によることを確認する。     

①溶接終了後の非破壊試験は，室温状態で48時間以上経過した後に実施しているこ

とを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

②予熱を行った場合はその領域を含み，溶接部は磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を

行い，これに合格することを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

③超音波探傷試験を行い，これに合格することを確認する。 － 適用 適用 － 

④超音波探傷試験又は２層目以降の各層の磁粉探傷試験若しくは浸透探傷試験を行

い，これに合格することを確認する。 
適用 － － － 

⑤放射線透過試験又は超音波探傷試験を行い，これに合格することを確認する。 － － － 適用 

3. 温度管理のために取り付けた熱電対がある場合は，機械的方法で除去し，除去し

た面に欠陥がないことを確認する。 
適用 適用 適用 適用 
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変 更 前 変 更 後 

2.1.3 燃料体に係る検査 

燃料体については，以下(1)～(3)の加工の工程ごとに表 4に示す検査を実施する。なお，燃料体を

発電用原子炉に受け入れた後は，原子炉本体として機能又は性能に係る検査を実施する。 

(1) 燃料材，燃料被覆材その他の部品については，組成，構造又は強度に係る試験をすることが

できる状態になった時 

(2) 燃料要素の加工が完了した時 

(3) 加工が完了した時 

また，燃料体については構造，強度又は漏えいに係る検査を実施することにより，技術基準への適

合性が確認できることから，構造，強度又は漏えいに係る検査の実施をもって工事の完了とする。 

表 4 構造，強度又は漏えいに係る検査（燃料体）＊ 

検査項目 検査方法 判定基準 

(1) 燃料材，燃料被覆材その

他の部品の化学成分の分

析結果の確認その他これ

らの部品の組成，構造又は

強度に係る検査  

 

(2) 燃料要素に係る次の検

査 
一 寸法検査 
二 外観検査 
三 表面汚染密度検査 
四 溶接部の非破壊検査 
五 漏えい検査（この表の

（3）三に掲げる検査が

行われる場合を除く。） 
 
(3) 組み立てられた燃料体

に係る次の検査 
一 寸法検査 
二 外観検査 
三 漏えい検査（この表の

（2）五に掲げる検査が

行われる場合を除く。） 

四 質量検査 

材料検査 使用されている材料の化

学成分，機械的強度等が工

事計画のとおりであるこ

とを確認する。 

設工認のとおりで

あること，技術基

準に適合するもの

であること。 

寸法検査 主要寸法が工事計画のと

おりであり，許容寸法内で

あることを確認する。 

外観検査 有害な欠陥等がないこと

を確認する。 

表面汚染密度検

査 

表面に付着している核燃

料物質の量が技術基準の

規定を満足することを確

認する。 

溶接部の非破壊

検査 

溶接部の健全性を非破壊

検査等により確認する。 

漏えい検査 漏えい試験における漏え

い量が，技術基準の規定を

満足することを確認する。 

質量検査 燃料集合体の総質量が工

事計画のとおりであり，許

容値内であることを確認

する。 

注記 ＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 
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変 更 前 変 更 後 

2.2 機能又は性能に係る検査 

機能又は性能を確認するため，以下のとおり検査を行う。 

ただし，表 1 の表中に示す検査により機能又は性能を確認できる場合は，表 5，表 6 又は表 7 の表中に

示す検査を表 1の表中に示す検査に替えて実施する。 

また，改造，修理又は取替の工事であって，燃料体を挿入できる段階又は臨界反応操作を開始できる段

階と工事完了時が同じ時期の場合，工事完了時として実施することができる。 

構造，強度又は漏えいを確認する検査と機能又は性能を確認する検査の内容が同じ場合は，構造，強度

又は漏えいを確認する検査の記録確認をもって，機能又は性能を確認する検査とすることができる。 

 

2.2.1 燃料体を挿入できる段階の検査 

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になったとき表 5に示す検査を実施する。 

表 5 燃料体を挿入できる段階の検査＊ 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉に燃料体を挿

入した状態において必要な

ものを確認する検査及び工

程上発電用原子炉に燃料体

を挿入する前でなければ実

施できない検査 

発電用原子炉に燃料体を挿入するにあたり，核

燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機能

又は性能を試運転等により確認するほか，発電

用原子炉施設の安全性確保の観点から，発電用

原子炉に燃料体を挿入した状態において必要

な工学的安全施設，安全設備等の機能又は性能

を当該各系統の試運転等により確認する。 

原子炉に燃料体を

挿入するにあた

り，確認が必要な

範囲について，設

工認のとおりであ

り，技術基準に適

合するものである

こと。 

注記 ＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.2.2 臨界反応操作を開始できる段階の検査 

発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になったとき，表 6 に示す検査を実施す

る。 

表 6 臨界反応操作を開始できる段階の検査＊ 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉が臨界に達す

る時に必要なものを確認す

る検査及び工程上発電用原

子炉が臨界に達する前でな

ければ実施できない検査 

発電用原子炉の出力を上げるにあたり，発電用

原子炉に燃料体を挿入した状態での確認項目

として，燃料体の炉内配置及び原子炉の核的特

性等を確認する。また，工程上発電用原子炉が

臨界に達する前でなければ機能又は性能を確

認できない設備について，機能又は性能を当該

各系統の試運転等により確認する。 

原子炉の臨界反応

操作を開始するに

あたり，確認が必

要な範囲につい

て，設工認のとお

りであり，技術基

準に適合するもの

であること。 

注記 ＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529



 

 

補 3－11 

 

変 更 前 変 更 後 

2.2.3 工事完了時の検査 

全ての工事が完了したとき，表 7 に示す検査を実施する。 

表 7 工事完了時の検査＊ 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉の出力運転時

における発電用原子炉施設

の総合的な性能を確認する

検査，その他工事の完了を確

認するために必要な検査 

工事の完了を確認するために，発電用原子炉で

発生した蒸気を用いる施設の試運転等により，

当該各系統の機能又は性能の 終的な確認を

行う。 

発電用原子炉の出力を上げた状態における確

認項目として，プラント全体での 終的な試運

転により発電用原子炉施設の総合的な性能を

確認する。 

当該原子炉施設の

供用を開始するに

あたり，原子炉施

設の安全性を確保

するために必要な

範囲について，設

工認のとおりであ

り，技術基準に適

合するものである

こと。 

注記 ＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.3 基本設計方針検査 

基本設計方針のうち「構造，強度又は漏えいに係る検査」及び「機能又は性能に係る検査」では確認で

きない事項について，表 8 に示す検査を実施する。 

表 8 基本設計方針検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

基本設計方針検査 基本設計方針のうち表 1，表 4，表 5，表 6，表

7 では確認できない事項について，基本設計方

針に従い工事が実施されたことを工事中又は

工事完了時における適切な段階で確認する。 

「基本設計方針」

のとおりであるこ

と。 

 

2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 

実施した工事が，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス，「1.工事の手

順」並びに「2.使用前事業者検査の方法」のとおり行われていることの実施状況を確認するとともに，使

用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカ等の記録の信頼性を確保す

るため，表 9 に示す検査を実施する。 
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変 更 前 変 更 後 

表 9 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品質マネジメントシステム

に係る検査 

工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び

工事に係る品質マネジメントシステム」に示す

プロセスのとおり実施していることを品質記

録や聞取り等により確認する。この確認には，

検査における記録の信頼性確認として，基とな

る記録採取の管理方法の確認やその管理方法

の遵守状況の確認を含む。 

設工認で示す「設

計及び工事に係る

品質マネジメント

システム」及び「工

事の方法」のとお

りに工事管理が行

われていること。 

 

3. 工事上の留意事項 

3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の実施にあたって

は，発電用原子炉施設保安規定を遵守するとともに，従事者及び公衆の安全確保や既設の安全上重要な機

器等への悪影響防止等の観点から，以下に留意し工事を進める。なお，工事の手順と使用前事業者検査と

の関係については，図 1，図 2及び図 3に示す。 

a. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について，周辺資機材，他の発電用原子炉施設

及び環境条件からの悪影響や劣化等を受けないよう，隔離，作業環境維持，異物侵入防止対策等の必要

な措置を講じる。 

b. 工事にあたっては，既設の安全上重要な機器等へ悪影響を与えないよう，現場状況，作業環境及び作

業条件を把握し，作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から想定される影響を確認すると

ともに，隔離，火災防護，溢水防護，異物侵入防止対策，作業管理等の必要な措置を講じる。 

c. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について，必要に応じて，供用後の施設管理の

ための重要なデータを採取する。 

d. プラントの状況に応じて，検査・試験，試運転等の各段階における工程を管理する。 

e. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について，供用開始後に必要な機能性能を発

揮できるよう製造から供用開始までの間，管理する。 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類に応じて保管及び処理を行う。 

g. 現場状況，作業環境及び作業条件を把握し，放射線業務従事者に対して防護具の着用や作業時間管理

等適切な被ばく低減措置と，被ばく線量管理を行う。また，公衆の放射線防護のため，気体及び液体廃

棄物の放出管理については，周辺管理区域外の空気中・水中の放射性物質濃度が「核原料物質又は核燃

料物質の精錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定める値を超えない

ようにするとともに，放出管理目標値を超えないように努める。 

h. 修理の方法は，基本的に「図 1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を除く。）」の手順

により行うこととし，機器等の全部又は一部について，撤去，切断，切削又は取外しを行い，据付，溶

接又は取付け，若しくは同等の方法により，同等仕様又は性能・強度が改善されたものに取替を行う

等，機器等の機能維持又は回復を行う。また，機器等の一部撤去，一部撤去の既設端部について閉止板

の取付け，熱交換器又は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け又は同等の方法により適切な処置を実施す
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変 更 前 変 更 後 

る。 

i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は，技術基準に適合するよう，安全性及び信頼性について必要

に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。 

 

3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項 

燃料体の加工に係る工事の実施にあたっては，以下に留意し工事を進める。 

a. 工事対象設備について，周辺資機材，他の加工施設及び環境条件から波及的影響を受けないよう，隔

離等の必要な措置を講じる。 

b. 工事を行うことにより，他の供用中の加工施設が有する安全機能に影響を与えないよう，隔離等の必

要な措置を講じる。 

c. 工事対象設備について，必要に応じて，供用後の施設管理のための重要なデータを採取する。 

d. 加工施設の状況に応じて，検査・試験等の各段階における工程を管理する。 

e. 工事対象設備について，供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよう維持する。 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類に応じて保管及び処理を行う。 

g. 放射線業務従事者に対する適切な被ばく低減措置と，被ばく線量管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変 更 前 変 更 後 

 

変更なし 

（製作工場で機能，性能検査を実施しない場合）

＊1：材料入手，加工及び組立て等は必要な場

合のみ実施する。主要な耐圧部の溶接部

に係る溶接施工は，図 2 の工事フローに

従い実施する。 
＊2：品質マネジメントシステムに係る検査

は，工事の数，工事期間を考慮して適切

な時期と頻度で実施する。 

＊3：取外しは，発電所で機器等を取外して製

作工場で加工等を実施する場合があり，

その場合は発電所で機器等を取外した

後，製作工場の工事の手順から実施す

る。 

注：立会，抜取り立会，記録確認のいずれ

かで実施するかは，重要度に応じて個別

の使用前事業者検査要領書で定める。 

＊1

＊1

＊1

＊1,3

図 1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を除く。） 

東海第二発電所 

製作工場 

（製作工場で機能，性能検査を実施する場合） 

機能又は性能に係る検査 

構造，強度又は漏えいに係る検査 

材料入手 

加工 

組立て 

材料入手

加工

組立て

取外し，組立て，据付，取替若しくは修理又は撤去

機能又は性能に係る検査

構造，強度又は漏えいに係る検査

発電用原子炉施設

使

使

使 

使 

＊1 

＊1 

＊1 

使 
【凡例】 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査

以外の使用前事業者検査の検査項目 

（適切な時期に以下のうち必要な検査

を実施） 
ａ．構造，強度又は漏えいに係る検査 

・材料検査 
・寸法検査 
・耐圧検査 

・漏えい検査 
・外観検査 
・据付検査 
・状態確認検査 

・原子炉格納施設が直接設置される基

盤の状態を確認する検査 

・建物・構築物の構造を確認する検査

ｂ．機能又は性能に係る検査 
・状態確認検査 
・特性検査 
・機能検査 
・性能検査 

ｃ．基本設計方針検査 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査Ｑ 

＊1

＊1

材料入手

加工

Ｑ ＊2 

基本設計方針検査 
使 
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変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

変更なし 

  
（１）溶接施工法 
  
  
  
  
（２）溶接士 

図 2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査フロー 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査（あらかじめ確認すべき事項）

材料受入

溶接作業

ケガキ／刻印

曲げ加工／開先加工

開先合せ

組立

溶接後熱処理

引渡し

◇：適切な時期に設定する 

材料検査 

非破壊検査 

開先検査 

溶接作業検査 

熱処理検査 

耐圧検査 

機械検査 

溶接施工法， 
溶接士の確認 

＊2 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査 
（主要な耐圧部の溶接部に対して確認すべき事項） 

＊1：熱処理検査，機械検査
等は必要な場合のみ
実施する。 

 
＊2：品質マネジメントシ

ステムに係る検査
は，工事の数，工事期
間を考慮して適切な
時期と頻度で実施す
る。 

 
注：立会，抜取り立会，記

録確認のいずれかで
実施するかは，重要度
に応じて個別の使用
前事業者検査要領書
で定める。 

【凡例】 
  ：品質マネジメント

システムに係る検
査 

Ｑ 適合確認 

材料確認 溶接後熱処理
確認 

開先確認 溶接作業中
確認

外観確認 判定 断面検査
確認 

溶接施工法の内容
確認 

浸透探傷試験
確認 

機械試験
確認 

材料確認 開先確認 溶接作業中
確認 

外観確認 判定 断面検査
確認 

溶接士の試験内容の
確認 

浸透探傷試験
確認 

機械試験
確認 

溶接施工（製作部門）

Ｑ 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1

＊1 ＊1 

＊1 ＊1 

材料受入

ケガキ／刻印

曲げ加工／開先加工

開先合せ

溶接作業

溶接後熱処理

組立

引渡し
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変 更 前 変 更 後 

 

 

 

変更なし 

 

＊1：下記の加工の工程ごとに構造，強度又は
漏えいに係る検査を実施する。 
①燃料材，燃料被覆材その他の部品に

ついては，組成，構造又は強度に係
る試験をすることができる状態に
なった時 

②燃料要素の加工が完了した時 
③加工が完了した時 

＊2：燃料体を発電用原子炉に受け入れた後
は，原子炉本体として機能又は性能に係
る検査を実施する。 

＊3：品質マネジメントシステムに係る検査
は，工事の数，工事期間を考慮して適切
な時期と頻度で実施する。 

注：立会，抜取り立会，記録確認のいずれか
で実施するかは，重要度に応じて個別の使
用前事業者検査要領書で定める。 

図 3 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体） 

東海第二発電所

製作工場

＊1 

材料入手

加工

組立て

構造，強度又は漏えいに係る検査

燃料体

発電用原子炉施設

使

使 
【凡例】 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査

以外の使用前事業者検査の検査項目 
（適切な時期に以下のうち必要な検査
を実施） 

ａ．構造，強度又は漏えいに係る検査 
・材料検査 
・寸法検査 
・外観検査 
・表面汚染密度検査 
・溶接部の非破壊検査 
・漏えい検査 
・質量検査 

  ：品質マネジメントシステムに係る検査 Ｑ 

Ｑ ＊3

機能又は性能に係る検査
＊2 

使
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補足－4【原子炉建屋換気系（ダクト）改造工事 

の概要について】 

（改８） 
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補足－5【原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ改造工事 

の概要について】 

（改８） 
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